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第４回 都城市上下⽔道料⾦等審議会 資料

適正な⽔道料⾦について

令和７年３⽉１７⽇
都城市上下⽔道局
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２ 新料⾦体系について

１ これまでの振り返り

１）改定後の料⾦体系について（⽔道・簡易⽔道）
２）御池簡易⽔道の料⾦体系について

１）これまでの審議会での主な説明概要
２）第3回審議会における委員からの主な質問
３）補⾜︓県内９市及び三股町の⽔道料⾦改定状況について
４）補⾜︓総括原価の積算根拠について
５）補⾜︓料⾦改定となった場合の周知⽅法について

１）最新の国の動向について
２）新たな外部評価の枠組について

３ 今後の取組について
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１ これまでの振り返り
１）これまでの審議会での主な説明概要
【第1回】⽔道事業会計の仕組み ⇒ 独⽴採算︕施設の更新や耐震化を含めて料⾦収⼊で賄う︕
【第2回】施設の耐震化 ⇒ 全国平均より低い︕施設の更新や耐震化が急務︕
【第3回】今後の経営⾒通し ⇒ 耐震化等の推進、労務単価⾼騰等の影響︕料⾦改定が必要︕
◆適正な⽔道料⾦収⼊の試算 ◆県内他市との⽔道料⾦⽐較（一般家庭使用モデル）

２）第3回審議会における、委員からの主な質問・意⾒
●都城市の⽔準は、かなり低い。もう少し改定率を上げる考え⽅もあると思うが︖
⇒⻑期間で試算する⽅法もあるが、可能な限り、使用者負担を抑えたいと考えている

●今後は３〜５年ごとに定期的に⾒直すのか︖
⇒必ずしもそうではない。 経営状況を⾒ながら、判断する必要がある

●ガスや電気に続いて⽔道もか︕という印象。改定以外で料⾦収⼊を増やす⼿⽴てはないのか︖
⇒使用⽔量を増やすしかないが、節⽔家電の普及により各家庭の使用⽔量は減少傾向

●県内９市と三股町の改定時期について、総括原価の試算について ⇒ 今回補⾜説明
●第４回審議会で詳しい財政計画等を聞くこととするものの、審議会としては、平均改定率14.95％
の料⾦改定を⾏うことは致し⽅ない

（口径13mm １か⽉使用⽔量20㎥ 税込）
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１ これまでの振り返り
３）県内９市及び三股町の⽔道料⾦改定状況について
◆県内９市・三股町の料⾦改定状況（税抜）

串間市(H24)3,495円

えびの市(R７)3,380円

日南市(R4)3,210円

⻄都市(R5)3,010円
宮崎市(R7)2,940円

⼩林市(R5)2,830円

延岡市(R2)2,657円
日向市(R6)2,600円

三股町(H13)2,400円

都城市(S57)2,130円

⻄都市2,420円

えびの市2,300円

都城市2,130円

串間市2,020円

延岡市1,600円

日南市1,500円

宮崎市、三股町1,360円
日向市1,300円
⼩林市1,250円
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１ これまでの振り返り
４）総括原価の積算根拠について

R8 R9 R10 R11 R12 計

人件費
271,730 271,730 271,730 271,730 271,730 1,358,650

人事異動等により増減するため、一定額(R5決算値)

動⼒費
147,625 150,352 152,287 154,774 157,342 762,380

配⽔量１㎥あたりの電⼒単価(R5実績)×物価上昇率1.64％×年間予定配⽔量

修繕費
127,450 129,540 131,664 133,823 136,018 658,495

直近5年間平均値×物価上昇率1.64％

減価償却費
1,002,896 1,025,089 1,057,196 1,124,252 1,226,699 5,436,132

既存資産の減価償却費+新規取得予定資産(物価上昇を加味)の減価償却費

その他
527,982 515,048 513,779 527,405 496,377 2,580,591

経常的経費×物価上昇率1.64％+各年における臨時的経費

⽔道料⾦収⼊以外の収⼊ △65,130 △65,099 △65,067 △65,035 △65,002 △325,353

計 2,012,553 2,026,660 2,061,589 2,146,949 2,223,164 10,470,895

⽀払利息
146,318 149,583 154,795 163,464 177,389 791,549

既借⼊済債権利息+各年度における新規借⼊予定額×借⼊利率(1.8％)

資産維持費
119,166 119,166 119,166 119,166 119,167 595,831

企業債償還額（5年間）の20％

合 計 2,278,037 2,295,409 2,335,550 2,429,579 2,519,720 11,858,295

（単位︓千円）
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１ これまでの振り返り
５）料⾦改定となった場合の周知⽅法について

⽔道料⾦を改定することが決まった場合には、市⺠の皆様に対して丁寧に説明を⾏う
ため、次の⽅法等を検討。

●周知⽅法
・広報都城 毎⽉刊⾏している市の広報紙
・市公式ホームページ 年間ビュー数70万

（トップページ閲覧数）
・市公式SNS 市公式LINE

市公式フェイスブック
インスタグラムなど

・テレビ みやこんじょジャーナル（BTV）
インフォマーシャル（UMK）

・ラジオ みやこのじょうドキドキナビ（MRT）
・検針票 2か⽉に1回⾏う検針の際に、

⽔道料⾦や使用⽔量をお知らせとして、投函している
「使用⽔量のお知らせ」を活用
詳しくは、2次元コードにより、市公式ホームページへ誘導

●周知期間 半年以上の期間を確保
※市⺠の皆様に、⽔道について知ってもらうため、今後は、⽔道事業の

ＰＲや経営状況などについても、積極的に周知・広報を⾏いたい
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２ 新料⾦体系について
１）改定後の料⾦体系について（⽔道・簡易⽔道）
＜現⾏＞
⽔道料⾦は、「 基本料⾦ + 従量料⾦ 」 + 消費税 で算出
○基本料⾦とは、⽔道を使わなくても毎⽉かかる料⾦で、メーター口径により区分
○従量料⾦とは、使用した⽔量に単価をかけて計算した使用料⾦

◆現⾏料⾦体系

基

本

料

⾦

メーター口径 基本料⾦

13㎜ 450円
20㎜ 730円
25㎜ 940円
40㎜ 2,250円
50㎜ 4,250円
75㎜ 8,300円
100㎜ 13,100円
150㎜ 20,000円

従
量
料
⾦

使⽤⽔量 １㎥の単価
９㎥未満 30円

９㎥以上21㎥未満 120円
21㎥以上51㎥未満 150円

51㎥以上 190円

算定例①一般家庭使用モデル(口径13㎜ 使用⽔量20㎥の場合)
○基本料⾦ 口径13㎜ 450円
○従量料⾦ ９㎥未満 ８㎥×30円＝240円

９㎥以上21㎥未満 12㎥×120円＝1,440円
○⽔道料⾦ (450円+240円+1,440円）×1.1＝2,343円

算定例②⼤口径使用モデル(口径40㎜ 使用⽔量45㎥の場合)
○基本料⾦ 口径40㎜ 2,250円
○従量料⾦ ９㎥未満 ８㎥×30円＝240円

９㎥以上21㎥未満 12㎥×120円＝1,440円
21㎥以上51㎥未満 25㎥×150円＝3,750円

○⽔道料⾦
(2,250円+240円+1,440円+3,750円）×1.1＝8,448円
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２ 新料⾦体系について
１）改定後の料⾦体系について（⽔道・簡易⽔道）
＜改定（案）＞
新料⾦体系︓平均改定率14.95％ を基に、それぞれの区分において改定率を設定

受益と負担の原則を基本として、市⺠⽣活への影響を考慮︕
◆基本料⾦区分︓使用世帯の多い口径13㎜と20㎜の区分で改定率を抑制
◆従量料⾦区分︓使用⽔量の少ない区分と多い区分で改定率を抑制

市としての改定方針

※平均改定率とは、料⾦算定期間に⾒込まれる 「現⾏料⾦による料⾦収⼊」 と 「改定によって⾒込まれる
料⾦収⼊」 の 増加割合

13㎜
94%

20㎜
4%

25㎜
1%

40〜150㎜
1%

メーター口径ごとの使用割合

9㎥未満（13、20㎜）
31%

9㎥未満（25㎜以上）
1%9㎥以上21㎥未満

42%

21㎥以上51㎥未満
24%

51㎥以上
2%使用⽔量ごとの割合

※
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２ 新料⾦体系について

基

本

料

⾦

メーター口径 現在の基本料⾦
①

改定後の基本料⾦
②

影響額
③︓②－①

改定率
③／①

13㎜ 450円 510円 60円 13.33%

20㎜ 730円 840円 110円 15.06%

25㎜ 940円 1,180円 240円 25.53%

40㎜ 2,250円 2,820円 570円 25.33%

50㎜ 4,250円 5,320円 1,070円 25.17%

75㎜ 8,300円 10,370円 2,070円 24.93%

100㎜ 13,100円 16,390円 3,290円 25.11%

150㎜ 20,000円 25,000円 5,000円 25.00%

従

量

料

⾦

使用⽔量 現在の１㎥料⾦
①

改定後の１㎥料⾦
②

影響額
③︓②－①

改定率
③／①

９㎥未満
(メーター口径13・20㎜) 30円 33円 3円 10.00%

９㎥未満
(メーター口径25㎜以上) 30円 40円 10円 33.33%

９㎥以上21㎥未満 120円 140円 20円 16.66%

21㎥以上51㎥未満 150円 180円 30円 20.00%

51㎥以上 190円 210円 20円 10.52%

１）改定後の料⾦体系について（⽔道・簡易⽔道）
◆現⾏料⾦と改定後の料⾦ （１か⽉計算、税抜）

⽔道利用者の94％が
13㎜のメーターを使用
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２ 新料⾦体系について

区分／使用⽔量 現在の料⾦
①

改定後の料⾦
②

影響額
③︓②－①

改定率
③／①

基本料⾦ 250円 290円 40円 16.00％

従
量
料
金

９㎥未満 30円 33円 3円 10.00％

9㎥以上 90円 103円 13円 14.44％

２）御池簡易⽔道の料⾦体系について
●設⽴の経緯

昭和22年に国営開拓事業のための⺠営飲雑用⽔として創設
平成16年に公営化し、現⾏の料⾦体系で運営

●使用状況
使用⽔量の割合は、家庭用が約３％、事業用（畜産）が約97％

●料⾦体系
事業の⽬的・設⽴経緯が一般的な⽔道事業と異なることから、料⾦は別体系で設定
改定にあたっては、平均改定率は⽔道事業に合わせたうえで、料⾦体系を別途設定

◆現⾏料⾦と改定後の料⾦ （１か⽉計算、税抜）

平均改定率 14.95％

97%

御池簡易⽔道の使用割合

事業用

家庭用
3%
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3 今後の取組について
１）最新の国の動向について
国は、上下⽔道事業を最重要インフラと位置づけ上下⽔道政策の基本的なあり⽅検討会
を昨年11⽉に設置し、 持続的な事業継続に向けた議論を進め、今年６⽉に中間報告、
令和７年度中に最終報告をまとめる
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3 今後の取組について
１）最新の国の動向について
これまでは、上下⽔道の安定供給・安定運用に注⼒

①持続 住⺠が安⼼かつ持続的な⽣活を送ることができる社会 官⺠連携や担い⼿確保、⽔道料⾦の費用負担、施設
改修への公費負担、上下⽔道一体での対応⽅針

②強靭化 強靱で安全、災害やリスクに強い社会 災害や渇⽔に対する事前の備え、災害時の復旧⽅法、
想定していないリスクに対する⽅向性

③⽔質・⽔循環 ⽔による恩恵の最⼤化、リスクの最⼩化が図られる社会 豊かな⽔環境の定義

④脱炭素・エネルギー 省エネ・創エネを通じて、脱炭素化が図られる社会 カーボンニュートラルの⽅策

⑤社会経済活動 安定した社会経済活動が図られる社会 上下⽔道資源の有効活用、⽔ビジネスの展開

今後は、
① 更なる⻑期安定経営や担い⼿の育成・確保
② 粘り強い上下⽔道施設の整備
③ ④ ⑤ 脱炭素やカーボンニュートラル、社会への負荷、適切な情報発信
といった様々な視点が求められている

◆あり⽅検討会の「2050年の社会情勢や課題を⾒据えた」５つの論点
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3 今後の取組について
２）新たな外部評価の枠組について
◆現状︓都城市上下⽔道料⾦等審議会
・耐震・⽼朽化対策が急務となった現状を踏まえ審議会を設置
・今後の経営⾒通しについて審議

不定期の開催、継続的に経営状況を外部評価する機会がない

◆今後︓新たに外部委員による常設の審議会の設置を検討
・決算等を踏まえ、毎年、経営状況を審議︕
・⽔道料⾦や下⽔道使用料、加⼊⾦などの料⾦改定について審議︕
・⽔道ビジョンや経営戦略等の策定（改定）について審議︕
・今後の事業計画や経営⽅針、実施事業の評価等、事業全般を審議︕
・上下⽔道政策の基本的なあり⽅検討会など、最新の動向を基に審議︕

外部評価により経営が健全化、強靭で持続可能な⽔道事業の構築︕

持続的な上下⽔道の安定運営により
市⺠の安全で安⼼な⽣活を実現︕︕


